
令和６年度第３回
三重県地域医療対策協議会

令和６年12月17日 資料２

医師偏在是正対策（総合的な対策のパッケージ等）
及び広域連携プログラムの状況について

１．医師偏在是正対策（総合的な対策のパッケージ等）について
２．広域連携プログラムの状況について
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地域における研修機会の充実に
ー医師少数区域など地域の医療現場を経験できる機会を充実

複数の医療現場の魅力・特性を生かした充実した研修が可能に
ー異なる医療現場を経験できる、地域における医療現場を経験できるなど

研修医のキャリアの選択肢に
ー異なる環境で医療に従事する中で、研修医の将来のキャリア検討の選択肢や自分の特性に気づく契機になる

全国の臨床研修ネットワークの形成に
ー異なる地域の臨床研修に関するネットワークが形成され知見の共有等につながる

以上に加え、本プログラムを通じて地域における医療へのキャリアの選択肢が広がるなど、
医師偏在対策に資する

参考➀：大学病院で臨床研修を行った研修医が、病院（プログラム）を選んだ理由として、いわゆる 「たすきがけプログラム 」が
上位に挙がる

臨床研修を行った病院（プログラム）を選んだ理由（臨床研修修了者アンケート  研修先：大学病院）

参考➁：臨床研修医の中でも長期の地域での研修を希望する者が一定数存在する

臨床研修修了者（令和３年度修了）アンケートにおいて、地域医療研修の期間が「短かった」と回答した者：約15％

令和２年３月修了者 令和３年３月修了者 令和４年３月修了者

第１位 出身大学である（37.9％） 臨床研修のプログラムが充実（36.2％） 臨床研修のプログラムが充実（35.7%）

第２位 臨床研修のプログラムが充実（34.4％） 出身大学である（35.2％） 出身大学である（32.5%）

第３位 「たすきがけプログラム」があったから
（27.7％）

「たすきがけプログラム」があったから
（29.1％）

「たすきがけプログラム」があったから
（26.0%）

医師多数県の基幹型病院（連携元病院）に採用された研修医が、医師多数県における研修を中心としつつ、医
師少数県等の臨床研修病院（連携先病院）においても一定期間研修するプログラム

広域連携型プログラムの概要①
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１．対象区域

・連携元区域：医師多数県のうち募集定員上限に占める採用率が全国平均以上の都道府県（但し、地理的事情などの
特殊事情を有する沖縄県は除く。）（以下「医師多数県」という）

・連携先区域：医師少数県のうち募集定員上限に占める採用率が全国平均以下の都道府県

医師中程度県のうち募集定員上限に占める採用率が全国平均以下の都道府県の医師少数区域連携
元区域に該当する医師多数県の医師少数区域（対象人数の一部）

（以下「医師少数県等」という）

※対象区域は令和５年度の医師偏在指標等を用いて決定する。また、プログラムの継続実施の観点から当面の間は本プログラムの対象区域を固定す
るが、今後のプログラムの実施状況や指標の更新状況等を踏まえつつ対象区域の変更も並行して検討する。

※連携元区域に該当する医師多数県の医師少数区域について、人口30万人以上の二次医療圏は連携先区域から除く。

２．対象病院
・連携元病院：医師多数県の基幹型病院
・連携先病院：医師少数県等の基幹型病院、協力型病院等

３．対象人数
・医師多数県の募集定員上限の５％以上

※東京都：63名以上、京都府：13名以上、大阪府：32名以上、岡山県：10名以上、福岡県：21名以上

※連携先病院が連携元区域に該当する医師多数県の医師少数区域に所在する病院である場合には、募集定員上限の５％のうち２％ （東京都：25人
、京都府：５人、岡山県：４人、福岡県：８人）を限度とする。

※激変緩和措置適用都道府県はこれに激変緩和措置により加算された定員数の１／２を加えた数。但し、連携先病院の確保の観点から当初の間は本
規定は適用しない。

※令和８年度の募集定員上限は、令和８年度の募集定員上限の５％を基本としつつ、令和８年度募集定員上限が令和７年度募集定員上限を上回
る場合は、令和７年度募集定員上限の５％とすることも可とする。

広域連携型プログラムの概要②
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１．連携元区域（医師多数県）

医師多数県のうち募集定員上限に占める採用率が全国平均以上の都道府県（但し、地理的事情などの特
殊事情を有する沖縄県は除く。）

２．連携先区域（医師少数県等）

➀医師少数県のうち募集定員上限に占める採用率が全国平均以下の都道府県

➂連携元区域に該当する医師多数県の医師少数区域（対象人数の一部）

東京都、大阪府、京都府、岡山県、福岡県

青森県、岩手県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、群馬県、新潟県、長野県、岐阜県、三重県、山口県、
宮崎県

➁医師中程度県のうち募集定員上限に占める採用率が全国平均以下の都道府県の医師少数区域

北海道、宮城県、福井県、島根県、大分県、鹿児島県の医師少数区域

東京都、京都府、岡山県、福岡県の医師少数区域

※連携元区域に該当する医師多数県の医師少数区域について、人口30万人以上の二次医療圏は連携先区域から除く。
※連携先病院が連携元区域に該当する医師多数県の医師少数区域に所在する病院である場合には、募集定員上限の５％のうち２％（   （東京
都：25人、京都府：５人、岡山県：４人、福岡県：８人）  ）を限度とする。

※医師中程度県のうち募集定員上限に占める採用率が全国平均以下の都道府県の中で富山県、山梨県、広島県、愛媛県は医師少数区域がない。

※連携元区域に該当する医師多数県のうち、大阪府には医師少数区域がない。

広域連携型プログラムの対象区域

三重県の募集定員数：
２２名

10



厚生労働省 医師多数県
連携元病院

医師少数県等
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連携先病院のリスト・
情報の提供を依頼

連携元病院の選定を
依頼

連携先病院リスト・
情報を提供

連携先病院リスト・
情報を作成

連携元病院リストの
提供

連携元病院リストの
提出

医師少数県等・連携
先病院への連絡

医師多数県・連携
元病院への連絡

県・病院間の調整・プログラム作成

※病院間の連絡調整の前に医師多数県や医師少数県等で連絡調整を行うことも考えられる。
※上記流れに限らず、連携元病院が独自にリストにない連携先病院と連携することも可能。但し、当該連携先病院は、連携の状況を医師少数県等に連絡することとする。

連携元病院を選定

連携元病院⇒都府県
プログラム届出

連携先病院リスト・
情報の提出

令和６年8月30日
までに提出（済）

令和６年９月6日
までに提出（済）

令和７年４月末までに
プログラム届出（令和8年度開始）

広域連携型プログラムの作成スケジュール
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1～
4週

5～
8週

9～12
週

13～
16週

17～
20週

21～
24週

25～
28週

29～
32週

33～
36週

37～
40週

41～
44週

45～
48週

49～
52週

１年次

２年次

②広域連携型プログラム研修医受入期間

①広域連携型プログラム研修医受入期間

年度の前半は①(２年次)、後半は②(１年次)の受入れとすることに変更

前半24週 後半24週

広域連携型プログラム研修医受入期間

国の原案から変更

三重県版 広域連携型プログラムモデル（案）

変更のねらい・メリット

● １年次後半、または、２年次前半は、今後専攻する診療科や専門研修先を検討している
段階にあるため、この時期で受入れることで、三重県で専門研修を行う魅力等を伝える
きっかけとすることが可能。

● ２４週の受入れを年２回実施することで、自院とは別の研修医枠としてローテーション
を固定化することができる、宿舎等の確保の手間が省かれる 等が期待できる。

課題

● １年次後半での受入れを行う場合、必修診療科の研修を実施する可能性が高くなるため、
通常プログラムで参加している県内研修医のローテーションに影響を及ぼす可能性がある。
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第１回 医師派遣検討部会における協議結果

（委員）
○ 広域連携型プログラムについて、プログラムの作成は連携元病院が行うという
理解でいいか。また、連携先病院としての手続き等は何か必要か。

（委員・事務局）
● プログラムについては、連携元病院が作成する。プログラムを作成する過程で、
連携先病院と調整等をしていただくと思う。
● 手続き等は特にないが、連携が確定した場合、県に情報共有を行ってほしい。

（委員）
○ 三重県に医師が来てくれればいいが、中々難しいのではないかと思う。本プログ
ラムの運用により、逆に医師多数都道府県の研修医が増える結果にならないか。

（事務局）
● 連携元病院も定員の上限は変わらないため、そのような状況になることはないと
思料する。

（委員）
○ 広域連携プログラムにおける説明会の案内通知について、基幹型病院と協力型
病院で異なっていた。通知方法等について、今後検討・改善してほしい。

（事務局）
● 県からは、協力型病院に対して改めて情報共有の連絡を行った。ご指摘の状況に
ついては、確認のうえ検討させていただきたい。

第１回 医師派遣検討部会における委員等の意見（令和６年11月５日開催）
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